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 令和８年余市町議会第１回定例会会議録（第３号） 

 

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 １時４７分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和８年３月３日（火曜日）        

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     議              

  令和８年３月５日（木曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１５名）       

  余市町議会議長  ７番 藤 野 博 三 

  余市町議会副議長  ３番 岸 本 好 且 

  余市町議会議員  １番 山 本 正 行 

      〃      ２番 尾 森 加奈恵 

      〃      ４番 佐 藤 剛 司 

      〃      ５番 内 海 冨美子 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ８番 川内谷 幸 恵 

      〃      ９番 土 屋 美奈子 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 中 井 寿 夫 

      〃     １３番 ジャストミートあたる 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 白 川 栄美子 

      〃     １６番 寺 田   進 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  渡 邊 郁 尚 

  総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  越 智 英 章 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  成 田 文 明 

  民 生 部 長  阿 部 弘 亨 

  福 祉 課 長  大 森 直 也 

  子育て・健康推進課長  新 木 徹 也 

  保 険 課 長  枝 村   潤 

  環 境 対 策 課 長  佐々木 大 介 

  総 合 政 策 部 長  橋 端 良 平 

  政 策 推 進 課 長  荒 井 拓之介 

  農 林 水 産 課 長  北 島 貴 光 

  商 工 観 光 課 長  鈴 木 貴 之 

  建 設 水 道 部 長  紺 谷 友 之 

  建 設 課 長  井 上 健 男 

  まちづくり計画課長  二 木 二 郎 

  水道課長（併）下水道課長  後 藤 将 人 

  会計管理者（併）会計課長  小 黒 雅 文 

  農業委員会事務局長  佐々木 孝 太 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教育部長（兼）社会教育課長  浅 野 敏 昭 

  学 校 教 育 課 長  本 間 憲 明 
 
  選挙管理委員会事務局長 
               小 林   武 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 
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  書         記  中 山 達 郎 

  書         記  寒河江 美 桜 

 

 〇議 事 日 程             

      令和８年度町政執行方針      

      令和８年度教育行政執行方針    

  第 １ 議案第 １号 令和８年度余市町一 

      般会計予算            

  第 ２ 議案第 ２号 令和８年度余市町介 

      護保険特別会計予算        

  第 ３ 議案第 ３号 令和８年度余市町国 

      民健康保険特別会計予算      

  第 ４ 議案第 ４号 令和８年度余市町後 

      期高齢者医療特別会計予算     

  第 ５ 議案第 ５号 令和８年度余市町水 

      道事業会計予算          

  第 ６ 議案第 ６号 令和８年度余市町下 

      水道事業会計予算         

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和８年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は15名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程に従いまして、ただ

いまから令和８年度町政執行方針について齊藤町

長から説明されます。 

 齊藤町長の発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 令和８年度町政執行の基

本方針。 

 令和８年余市町議会第１回定例会において、町

政執行の基本方針と主要な諸施策並びに私の所信

を申し上げます。 

 町政の執行に当たりましては、議員各位をはじ

め町民の皆様より温かいご理解とご支援をいただ

き、心から感謝申し上げます。 

 国際情勢の不安定化や物価上昇、人口減少・少

子高齢化の進行など、依然として本町を取り巻く

環境は厳しさを増していますが、私はこれを『変

革の好機』と捉えています。世界的なワイン市場

の潮流、インバウンド需要の回復、そしてデジタ

ル技術の進展。これらは全て余市町にとっての追

い風です。 

 これまでの『行政管理』の枠を超え、『経営』

の視点を取り入れることで、余市町は世界に選ば

れる町へと進化します。令和８年度は、『世界基

準（Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ）』と『稼

ぐ力（Ｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙ）』をキーワ

ードに、次世代への投資と持続可能な財政基盤の

構築を断行します。 

 そのような町政運営を実現させるため、令和８

年度は、これまで継続して取り組んできたガスト

ロノミーツーリズム事業について、美酒と美食の

町としての魅力発信に加え、生産者や関係事業者

等との連携を通じて、取組の充実と展開を図り、

観光振興と地域経済の活性化につなげてまいりま

す。あわせて、特産品のプロモーションや、地域

独自の魅力発信を強化することでふるさと納税額

の規模拡充にも努め、これらの財源を用いて子育

て支援の拡充事業として現在実施している出産祝

い金の支給額の大幅な増額や、新たにこども家庭

センターを設置するなど子供を育てる環境づくり

を応援する取組などを行い、余市町で暮らす皆様

の生活がより豊かになるような事業を実施してい

きます。 

 令和８年度の町政執行に当たっては、「次世代

の可能性を引き出す」、「資源を最大限活用しま

ちを持続・発展させる」、「激動する社会に対応

する」を３つの指針として、職員と一丸となって

町民の負託に応え、第５次余市町総合計画のメイ

ンテーマである「未来に向けて住みやすいまちを
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つくる」ことに全力を尽くしてまいりますので、

各位におかれましては特段のご理解を賜りたいと

存じます。 

 「未来に向けて住みやすいまちをつくる」ため

に。 

 次世代の可能性を引き出す。 

 余市町は未来への投資として、人づくりを通じ、

子供や若者といった次世代の可能性を引き出すま

ちづくりを進めます。 

 資源を最大限活用しまちを持続・発展させる。 

 余市町は選択と集中により、限られた資源を最

大限に活用したまちづくりを進めます。 

 激動する社会に対応する。 

 余市町はこれまでの概念にとらわれず、激動す

る社会に対応するまちづくりを進めます。 

 以上３つの指針を基に、１．暮らしの安全・安

心の方針、２．健康と福祉の方針、３．生活環境

の方針、４．産業の方針、５．学びの方針、６．

行政・財政運営の方針の６つの方針を施策の体系

とし、以下の諸施策を推進します。 

 令和８年度の施策の内容。 

 １．暮らしの安全・安心の方針。 

 防災に関する施策。地域の防災力の向上を図る

べく、北後志構成４町村及び民間事業者などと連

携し、防災広域化に向けた取組を引き続き進めま

す。また、昨年発生したカムチャツカ半島付近の

地震や近年の異常気象が各地で甚大な被害をもた

らしていることを踏まえ、災害はいつ、どこで発

生してもおかしくない状況にあることから、災害

対策基本法等の法令改正や国の防災基本計画など

の見直しと整合性を図りつつ、関係防災機関と密

接な連携の下防災対策を充実させていくととも

に、引き続き避難所における防災資機材の整備や

地域の防災力向上として区会に対する支援を進め

ます。 

 災害時における情報伝達手段の確保につきまし

ては、最新の技術の状況を踏まえつつ、効果的か

つ効率的な整備に向け、引き続き検討を行います。 

 災害による被害を最小限にとどめるためには、

日頃からの備えが大切であることから、区会や学

校などでの防災学習会などを通じ防災に関する自

助・共助意識の醸成と防災知識の普及啓発を行い

ます。 

 原子力防災につきましては、福島第一原子力発

電所事故の対応や原子力災害の特殊性を踏まえ、

国、北海道、関係市町村と連携し、引き続き必要

となる防災対策の整備を進めます。 

 交通安全に関する施策。「高齢者事故防止」、

「飲酒運転根絶」、「スピードダウン」、「シー

トベルト全席着用」、「自転車安全利用」、「居

眠り運転防止」、「昼間ライトの点灯」、「なが

ら運転の根絶」を重点目標とし、交通安全指導員

による交通指導をはじめ、町民への啓発などを積

極的に実施し、一人一人の交通安全意識を高める

とともに、関係機関と連携を図りながら、交通事

故防止に努めます。 

 ２．健康と福祉の方針。 

 子育て推進に関する施策。「第３期余市町子ど

も・子育て支援事業計画」に基づき、「子どもと

子育て家庭をみんなで支え合うまち 余市」を目指

し、子育てしやすい環境の整備に努めます。 

 子育て支援対策につきましては、次代を担う子

の誕生を祝福し、健やかな成長に資するため、第

１子・第２子に10万円、第３子以降に100万円と倍

増し、子育て応援事業を継続します。また、３歳

未満の保育料無償化、18歳までの医療費の無償化

も継続し、子育て世代の経済的負担を軽減します。

町立保育所においては、新規入所の受入れをゼロ

歳から２歳に特化し入所待ち児童の減少を図ると

ともに、全ての子供の育ちを応援し、良質な成育

環境を整備するために、新たに乳児等通園支援事

業を開始します。また、子育て支援拠点事業や放

課後児童健全育成事業を継続し、子供の年齢やニ

ーズに応じた子ども・子育て支援事業の充実を図
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ります。 

 母子保健対策につきましては、こども家庭セン

ターを核とした妊娠期から子育て期にわたる切れ

目のない支援をします。妊婦等包括相談支援事業

や産後ケア事業を実施するとともに、希望する妊

婦には胎児精密超音波検査費用の助成や和痛分娩

の助成、不妊治療や不育症治療を受けている夫婦

には医療助成を継続し、一体的な経済支援を行い

ます。周産期医療においては、北後志地域６市町

村の連携の下、医療体制の充実に努めます。さら

には、新たに５歳児健診を実施し、母子保健の向

上と子育て環境の整備・充実に努めます。 

 児童虐待対策につきましては、発生予防や早期

発見・早期対応ができるよう「余市町要保護児童

対策地域協議会」構成関係機関との連携を強化し、

必要な対応を図るとともに、子供が健やかに成長

できる地域社会の構築に努めます。 

 保健に関する施策。町民が心身ともに健康で生

き生きと暮らしていくために、若い世代から健康

に関心を持ち、食生活をはじめとする生活習慣の

改善や心のケアができるよう「第２期余市町健康

づくり計画（第２期いのち支える余市町自殺対策

行動計画）」に基づき、関係団体や協定企業等と

連携し、心身の健康に関する正しい知識の普及や

各種健診事業に取り組み、健康維持・増進に努め

ます。 

 感染予防対策につきましては、75歳以上の高齢

者に従来型ワクチンより高い効果が見込まれる高

用量インフルエンザワクチンや妊婦へのＲＳウイ

ルスワクチン、町独自助成の男性へのＨＰＶワク

チンなど、各種ワクチン接種に係る費用を助成し

ます。 

 がん対策につきましては、肺がん・大腸がんの

早期発見、早期治療につなげるため、がん精密検

診を実施します。女性特有の乳がん検診や子宮頸

がん検診においては、一定年齢の方々を対象とす

る検診の無償化を引き続き実施します。 

 地域福祉に関する施策。福祉・保険に関するワ

ンストップ窓口の特性を生かした町民サービスの

向上に引き続き努めます。 

 単身高齢者や認知症高齢者への支援につきまし

ては、「余市町高齢者保健福祉計画・余市町介護

保険事業計画」に基づき、医療や介護などの支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの充

実に努めます。 

 高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験や知識

は地域や次世代に受け継いでいく財産であり、高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する

能力に応じて自立した日常生活を営み、安心して

暮らすことができるよう、老人福祉施設等の安定

的な運営の継続に向けた支援を行うとともに、ボ

ランティア等の地域資源を有効かつ効果的に活用

し、中核を担う社会福祉協議会と連携を図り、地

域福祉の推進に努めます。 

 要支援者につきましては、民生委員と連携を図

りながら適切な状況把握に努め、地域全体できめ

細かな見守り活動や緊急時の速やかな援護体制の

構築に努めます。 

 また、個人の権利擁護や虐待の防止についても、

関係機関と連携を強化し、迅速な対応に努めます。 

 障害者福祉に関する施策。障害のある人もない

人も、互いに支え合い住み慣れた地域で誰もが自

分らしく暮らせる社会の実現に向け、「余市町障

がい者計画・障がい福祉計画及び余市町障がい児

福祉計画」に基づき誰もが地域で安心して自立し

た生活を送れるよう、障害福祉施策の着実な実施

と、相談・支援機能のさらなる拡充に努めます。

また、手話への理解促進と普及を図ります。 

 発達に不安のある子供への支援として、北後志

母子通園センターを核とした児童発達支援体制の

充実に努めます。 

 介護保険に関する施策。介護を必要とする方や

その家族が安心して暮らすことができるよう、自

立生活の支援を基本とした効果的・効率的な介護
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サービスの提供や財源の安定確保を図るなど介護

保険事業の円滑な運営に努めます。 

 地域支援事業につきましては、地域包括支援セ

ンターや在宅介護支援センターと連携し包括的支

援事業を実施することで、地域における支え合い

体制の構築に努めながら、介護支援ボランティア

ポイント事業をはじめ、地域まるごと元気アップ

プログラムやふまねっと教室等の介護予防教室の

充実など総合的な介護予防施策を実施するととも

に、国の「認知症施策推進大綱」や「共生社会の

実現を推進するための認知症基本法」に基づき、

認知症の方や介護する家族の方などを地域で支え

るための各種施策を推進します。 

 国民健康保険に関する施策。事務事業の効率化

など都道府県単位化によるスケールメリットを生

かしながら、医療費の適正化や各種財源の確保な

ど適切な事業・財政運営に努め、被保険者の健康

の保持・増進を図るとともに、保険料（税）水準

の全道統一化による被保険者間の負担の公平化に

向けた取組を進めます。 

 後期高齢者医療保険に関する施策。高齢者が安

心して必要な医療を受けられるよう、運営主体で

ある北海道後期高齢者医療広域連合と連携を図り

ながら、制度の円滑な運用と適正な執行に努めま

す。 

 ３．生活環境の方針。 

 環境に関する施策。余市川流域及び町内河川の

水質調査や悪臭、騒音などの各種調査・測定を継

続して実施し、地域の環境保全に努めるとともに、

脱炭素社会の実現に向けた省エネ機器の導入な

ど、ＣＯ２排出量の削減、抑制に向けた取組を進

めます。 

 町営斎場建替事業につきましては、早期供用開

始に向けて事業を進めます。 

 一般廃棄物処理に関する施策。循環型社会の構

築を目指し、ごみ減量化の推進と資源化率の向上

に町民、事業者、行政が連携して取り組むととも

に、ごみの搬出が困難な高齢者等に対する支援と

して、安否確認にもつながるふれあい収集を継続

します。 

 廃棄物処理施設につきましては、適正なごみ処

理による公衆衛生の向上を図るため一般廃棄物最

終処理場の増設事業を実施します。公共下水道が

整備されていない地域につきましては、合併処理

浄化槽設置に対する助成を継続します。 

 道路に関する施策。「余市町橋梁長寿命化修繕

計画」に基づく補修事業や道路ストック総点検調

査事業による補修工事を実施するとともに、計画

的な舗装と側溝の整備を進め安全・安心で円滑な

通行の確保に努めます。 

 冬期間の道路維持につきましては、地域の方々

の理解と協力をいただきながら、「余市町冬を快

適にすごす条例」の趣旨に沿った効果的な除排雪

に努めるとともに、除排雪車両機械等の計画的な

更新を図り、即応体制の確立と機動力の向上に努

めます。流融雪溝につきましては、関係機関・団

体との連携により万全な維持管理に努めます。 

 また、後志自動車道小樽ジャンクションのフル

化の早期完成や町道黒川町中通り２号線などの整

備促進を要望するとともに、国道５号倶知安余市

道路の開通を見据えた市街地道路網の整備につい

て広く関係機関と協議、検討を進めます。 

 河川に関する施策。余市川につきましては、河

川の環境保全を、ヌッチ川やフゴッペ川などの治

水対策につきましては、自然環境に配慮した事業

の計画的推進を、さらに、登川などにつきまして

は、河川の堆積土砂のしゅんせつなどの予防保全

型維持管理により、浸水被害の防止対策を引き続

き関係機関に要望します。 

 町管理河川につきましては、河川愛護組合をは

じめ、地域の方々の協力をいただきながら、治水

対策や維持管理に努めます。 

 港湾・海岸保全に関する施策。余市港につきま

しては、関係団体及び港湾利用者と協議しながら、
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安全で安心な施設整備を図るとともに、施設の機

能向上、維持保全に努めます。 

 海岸保全につきましては、適切な施設の維持管

理に努めます。 

 公園事業に関する施策。町民が安心して利用で

きるよう、公園施設の維持管理、安全対策、環境

整備に努め、地域の方々の触れ合いの場、憩いの

場として、公園利用者の安全・安心の確保に努め

ます。 

 公営住宅に関する施策。「余市町公営住宅等長

寿命化計画」に基づき、黒川団地外壁改修工事、

共栄団地屋根・外壁改修工事等を実施し、快適な

住環境の整備に向けた取組を進めるとともに、そ

の他の既存ストックについても適切な維持管理に

努めます。 

 住宅に関する施策。本町への移住・定住を目的

とした住宅取得等支援補助金制度を継続し、良好

な市街地形成の先導的な役割を果たす「まほろば

の郷地区」をはじめとする居住誘導区域への定住

促進を図るとともに、宅地取引の拡大と住宅建設

の増加による町内経済の活性化に努めます。 

 また、空家住宅除却費補助制度を継続し、良好

な住環境の形成に努めます。 

 都市計画に関する施策。将来に向けて住みよい

まちづくりを進めるため、「余市町都市計画マス

タープラン」、「余市町立地適正化計画」に基づ

き、今後の人口減少、少子高齢化、公共交通ネッ

トワークとの連携等を踏まえコンパクト・プラス

・ネットワークのまちづくりに努めます。 

 地域公共交通の活性化と再生に関する施策。「余

市町地域公共交通計画」及び「余市町地域公共交

通利便増進実施計画」に基づき、町民ニーズの把

握や公共交通を取り巻く現状・課題の分析に努め

つつ、令和７年11月より本格運行となったデマン

ド交通の利用促進など、持続可能な地域公共交通

の維持・確保に向けた取組を進めます。 

 水道事業に関する施策。水道は町民の日常生活

や経済活動を支える必要不可欠なライフラインで

あり、安全・安心な水を将来にわたって安定供給

していくことを基軸に、施設能力・規模の適正化

を図りながら、老朽化する施設の計画的な更新や

耐震化に取り組み、安定稼働の確保に努めます。 

 水道事業の経営環境につきましては、人口減少

や節水機器の普及等による水需要の減少傾向や、

物価の高騰に伴う各種費用の増加など、さらに厳

しさを増しており、「余市町水道事業経営戦略」

に基づき、さらなる経営効率化の検討と、持続可

能な経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上

に取り組みます。 

 下水道事業に関する施策。町民の快適で衛生的

な生活の確保と、河川・海域等の公共用水域の水

質保全を目的に、下水道施設の適正な維持管理、

老朽化した施設の更新及び耐震化を進め、安定し

た下水道機能の維持に努めます。 

 下水道事業の運営につきましては、昨年度より

供用開始したし尿処理の広域化事業の実績も踏ま

え、「余市町公共下水道事業経営戦略」に基づき、

計画的かつ効果的な事業運営に努めるとともに、

さらなる経営基盤の効率化に向け、公営企業法の

全部適用への移行及び上下水道の組織統合に向け

た検討を行います。 

 再生可能エネルギーの利用の推進に関する施

策。公共施設の再編検討に際し、本町の再生可能

エネルギーを最大限活用するため、再エネ導入推

進エリアにおける再エネ導入施設の検討及び中核

施設への機能集約の検討を進めます。 

 民間事業者による発電計画については、国や北

海道の動向を踏まえながらルールを遵守した適切

な計画となるよう指導し、地域との共生が図られ

るよう注視します。 

 ４．産業の方針。 

 労働に関する施策。社会情勢の不安定化等に伴

い労働者を取り巻く環境も不安定さを増している

ことから、労働者に対する各種支援制度の周知を
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図るとともに、働きやすい職場環境の整備や労働

環境の改善、生産性の向上に取り組む中小企業者

等に対し、関係機関と連携を図りながら支援に努

めます。また、通年雇用促進支援事業を推進し、

季節労働者の通年雇用化の促進を図ります。 

 農業に関する施策。持続可能で生産性が高い農

業を目指し、関係機関との連携協議を重ねながら、

各種施策の展開による農業の振興を図ります。 

 安全・安心な農産物の生産に関する取組につき

ましては、環境への負荷低減を図り、農業・農村

の有する多面的機能を生かすよう、地域の共同活

動への支援を図ります。 

 優良農地の確保と保全につきましては、農地中

間管理機構が行う農地売買等事業などを活用し、

効率的な農用地の利用促進に努めます。 

 果樹につきましては、本町の果樹栽培の歴史を

築いてきたリンゴ栽培の維持に努め、優良品種へ

の改植の支援を図ります。また、省力化栽培によ

る生産効率化の取組を進めます。 

 生食・醸造用ブドウにおいては、晩腐病などの

新たな広がりを見せる病害について関係機関と生

産者で情報を共有し適切な防除体系の推進と対策

を検討します。 

 野菜につきましては、ハウス栽培による高品質

で収益性の高い農作物の安定生産を図るため、栽

培施設の資材購入等の支援や栽培技術の確立に努

めます。 

 新規就農者の相談及び支援につきましては、関

係機関で組織する新規就農活動支援センターによ

る取組を進めるとともに、新規就農者育成総合対

策事業などを活用し、新規就農者の就農支援に努

めます。 

 農村活性化センター・市民農園・園芸試験場に

つきましては、施設の有効活用と適切な維持管理

に努めます。 

 有害鳥獣対策につきましては、北海道猟友会余

市支部との連携を図り、「余市町鳥獣被害防止計

画」に基づき、捕獲・駆除を実施します。 

 特定外来生物に指定されているアライグマの駆

除を引き続き実施し、近年、ヒグマ・エゾシカの

個体数増加による影響が懸念される中、さらなる

有効対策の実施を国及び北海道に対して強く要請

するとともに、北海道猟友会余市支部との信頼関

係を深めるよう、警察も交え協力体制の構築に努

めます。 

 また、耕作地への有害鳥獣侵入を防止するため

の電気柵の設置及びアライグマの駆除を目的とし

た箱わなの購入など、生産者自らが行う自己防衛

対策を支援します。 

 林業に関する施策。国からの森林環境譲与税の

有効活用を図るとともに、「余市町森林整備計画」

に基づき森林の持つ多面的な機能が十分に発揮さ

れるよう、適切な森林施業の推進と管理に努め、

民有林においては森林所有者の意識醸成により、

森林整備地域活動支援事業や豊かな森づくり推進

事業の活用による環境保全と森林資材確保を推進

します。 

 町有林においては、豊丘水源涵養保安林などの

保全と機能の回復を図るため、間伐などの保育事

業や野そ駆除事業を計画的に実施し、継続的な町

有林の適正管理・森林機能の維持保全に努めます。 

 漁業に関する施策。将来的な養殖事業の定着化

に向けて浅海・淡水増殖事業の支援により、水産

業の収益性向上と、育てる漁業による資源の確保

を図るとともに、担い手確保や販売戦略の強化に

努めます。 

 温暖化等による漁場環境の変化に対して、北海

道や中央水産試験場をはじめとした関係機関との

連携を密にし、迅速な情報共有に努めます。 

 トド被害防止対策につきましては、「余市町鳥

獣被害防止計画」に基づき、余市郡漁業協同組合

が実施する被害防止対策への継続的な支援に努め

ます。 

 余市フィッシャリーナにつきましては、関係機
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関と連携し海難事故の防止に努めるとともに、漁

業者との十分な調整を図り、利用者へ安全な海洋

レクリエーションの提供に努めます。 

 水産加工業に関する施策。消費拡大とブランド

力向上を目指すとともに、多様化する消費者ニー

ズの把握に努め、関係機関・団体などと情報の共

有を図り、商品開発の推進を支援します。 

 ６次産業化に関する施策。地元農水産物を生か

した加工・販売・流通の一体的なつながりによる

産業振興を目指し、関係団体と連携した取組を進

めます。また、醸造用ブドウにつきましては、世

界的に市場評価の高い品種への改植や醸造環境の

体制強化支援に努め、国内トップクラスのワイン

ブドウ産地としての優位性を生かし、余市町産食

材とワインとのマリアージュによるさらなるブラ

ンディング力の向上を図ります。 

 さらに、「美酒・美食のまち」としての魅力の

発信に加え、『世界に冠たるワイン産地』として

の地位を確固たるものにします。 

 特に、世界的に評価が高まるピノ・ノワールや

シャルドネをはじめとする高品質なワイン用ブド

ウの産地特性を生かすとともに、海外の生産者・

自治体との連携を強化します。単なる友好交流に

とどまらず、栽培・醸造技術の提携や共同ブラン

ディングを推進し、余市産ワインの付加価値を最

大化します。 

 また、これらワイン産業を核とした『ガストロ

ノミーツーリズム』においては、高付加価値な宿

泊機能の誘致や、富裕層インバウンドをターゲッ

トとしたコンテンツ造成を行い、地域に資金が流

入する経済循環（エコシステム）を構築します。 

 商工業に関する施策。余市商工会議所及び中小

企業相談所と連携し、余市町中小企業振興条例に

基づく制度融資や設備投資等に対する各種助成措

置、税制優遇制度の利用促進などにより、物価高

騰等の課題に直面する中小企業者等の経営安定化

と事業継続を支援します。 

 また、空き店舗を活用した創業や事業承継の促

進を図るとともに、余市町商店街連合会による地

域に根差した活動への支援を継続します。 

 観光に関する施策。観光振興計画に基づき、本

町の恵まれた自然や食、世界的に知名度の高いワ

イン・ウイスキー、歴史文化などの多彩な観光資

源を活用し、道内外客やインバウンドなどの交流

人口増加と滞在型観光の拡大、ガストロノミーツ

ーリズムを推進し、年間を通じて魅力ある持続可

能な観光地づくりに努めます。 

 また、一般社団法人余市観光協会と連携し、観

光客を誘致するとともに観光事業者への支援、事

業活性化に向けた取組を推進します。 

 後志自動車道の開通効果は今後も様々な分野で

期待されるところであり、後志のゲートウエーと

して、圏域の市町村等との連携強化を図りながら、

交流人口の増加と観光消費拡大に努めます。 

 道の駅につきましては、サウンディング型市場

調査の結果を踏まえ、方針の具体化を進めるとと

もに、必要な検討と体制整備に取り組みます。 

 観光物産センターにつきましては、指定管理者

と連携し、地場産品のＰＲや新たな観光コンテン

ツの開発、効果的な観光情報の発信に取り組むと

ともに、公共施設として利用のしやすい環境づく

りに努めます。 

 農道離着陸場につきましては、適切な管理運営

に努めるとともに、民間事業者等による利活用促

進について、検討を進めます。 

 地方創生に関する施策。人口減少による地域経

済の縮小や地域社会の存続が危ぶまれる中、人口

減少を可能な限り抑制すべく、「余市町デジタル

田園都市構想総合戦略」に基づき、「ガストロノ

ミーツーリズムプロジェクト」を核とする地方創

生プロジェクトを推進し、本町の強みを生かした

産業振興や人の流れの創出に努めます。 

 ５．学びの方針。 

 学校教育に関する施策。本町の未来を担う人材
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を育てる取組は重要な政策であり、デジタル化の

進展やグローバル化など社会が大きく変化する中

で、子供たちが社会で生きる知識や技能をしっか

りと身につけるとともに、子供たち一人一人の可

能性を引き出し、確かな学力、豊かな心、健やか

な体を育むことができるよう教育課程に基づいた

組織的・継続的な教育活動を推進します。 

 子供たちが安全・安心に学ぶことができる教育

環境の充実を図るとともに、適切な学校施設の維

持管理に努め、保護者負担軽減のため学校給食費

の無償化を継続し、また、「余市町立学校適正規

模・適正配置基本計画」に基づき、再編整備に向

けた取組を継続して進めます。 

 各高等学校が実施する取組に対する協働体制の

構築や私学助成の取組を推進するなど、時代や地

域のニーズに対応した魅力ある学校づくりのため

の支援に努めます。 

 社会教育に関する施策。町民が心身ともに豊か

で健康な生活を送ることができるよう、学びの場

を提供し、変化し続ける社会環境に対応できる学

習機会の充実を推進します。 

 あわせて、中央公民館の屋上防水工事や図書館

照明のＬＥＤ化など、社会教育施設の環境整備、

国指定文化財の保存活用に努めます。 

 図書館につきましては、学校図書室や関係機関、

ボランティアとの連携を図り、読み聞かせなどの

実効性のある取組を通して読書普及活動を推進し

ていくとともに、魅力ある電子書籍のさらなる充

実を図り、利用者サービスの拡充に努めます。 

 余市宇宙記念館につきましては、宇宙開発や天

文、科学などの学習の場として、毛利衛名誉館長

の協力を得ながら企画展の開催、展示の更新、ガ

イドツアーの充実、多種多様な教室の開催等、創

意工夫の上、特色ある運営に努めます。 

 芸術、文化、スポーツ活動に関する施策。文化

財につきましては、地域の郷土資料の活用と後世

への継承を図るため、文化財施設及びそれに関わ

る資料の適切な保存と管理を行うとともに、出前

講座などを積極的に行うことにより地域への愛着

の醸成を図り、学びと体験の場として各施設の展

示内容の充実と郷土の誇りと歴史に関する教育活

動を推進します。 

 スポーツ活動につきましては、各種の競技スポ

ーツの振興はもとより、全ての世代の町民がスポ

ーツに親しむことのできる環境づくりを進めると

ともに、スポーツ関係団体や地域との連携を図り、

町民全体の体力向上と健康維持が効果的に図られ

るよう努めます。 

 ６．行政・財政運営の方針。 

 町民と行政の連携に関する施策。各種審議会等

への町民参加、アンケート調査やパブリックコメ

ント等による町民意見の募集、区会学習会等の町

民活動への支援を進めるとともに、町職員が地域

と行政とのパイプ役となる地域連絡員制度を積極

的に活用し、町民と行政が連携して歩むまちづく

りを進めます。 

 外部の組織・人材との連携に関する施策。広域

行政の推進、大学などの教育機関や民間企業とい

った組織との協定の締結、高度な知識を有する人

材の招致など、外部との協力体制の構築や民間提

案制度の活用により、本町が抱える課題の解決や

新たな価値の共創を推進します。また、国の支援

制度の活用等により、本町を応援してくれる企業

や個人の受入れ態勢を構築します。 

 情報の共有に関する施策。広報よいちの紙面と

ホームページの充実を図るとともに、町ＬＩＮＥ

公式アカウントを活用し、幅広い情報発信に努め

ます。また、町政への意見・要望の募集やホーム

ページ内のお問合せメール等により町民の声を広

く聴取するとともに、区会を通じた懇談会や各種

説明会において意見交換を図りながら、情報の共

有に努めます。 

 地域間交流に関する施策。国内外の交流都市と

の交流事業を通じて相互理解と親善を深めなが



 

－104－ 

  

ら、文化、教育、経済をはじめとする幅広い分野

での交流を推進します。 

 特に、国外の都市との交流においては、余市町

の特色であるワイン・食文化を生かした国際的な

ネットワークを構築・関係を強化することで、地

域産業の発展につなげます。また、これらの交流

を通じて、地域住民を含む異文化交流の機会を創

出し、グローバル化への対応を図るとともに、持

続可能な地域間パートナーシップの構築を目指し

ます。 

 行財政に関する施策。本町の財政状況は、歳入

に占める地方交付税や国庫支出金などの依存財源

の割合が高く、財政運営の弾力性を示す経常収支

比率も高率で推移している状況から、歳出におい

ては、限られた財源を効果的・効率的に配分する

とともに、国等の各種補助制度を積極的に活用し

て新たな歳入の確保にも取り組み、持続可能な財

政基盤の確立に努めます。 

 町税につきましては、適正な申告指導や課税客

体の把握による公平・公正な課税を推進するとと

もに、キャッシュレス納付等の納税環境の拡充や

電子申告・申請の対象拡大による利便性の向上に

努めます。 

 また、税負担の公平性を確保するため、適正な

滞納整理を実施するとともに、税外収入につきま

しても、コンビニ納付等の円滑な運用を進めるな

ど、収納率の向上に努めます。 

 財政状況の公表につきましては、ホームページ

等を活用し、分かりやすい情報の提供に努めます。 

 ふるさと応援寄附に関する施策。本制度は有効

な財源確保手段であると同時に、町内事業者にと

って重要な販路の一つであり、町内経済の活性化

に大きく寄与するものであると認識しています。

単なる返礼品競争から脱却し、余市のファン（関

係人口）を増やすための戦略的ツールとして再定

義し、寄附額の最大化を図ります。得られた財源

は、将来の成長が見込める分野へ重点的に投資し

ます。 

 行政改革に関する施策。将来の人口減少を見据

えた中で、高度化・多様化するニーズに的確に対

応し、スピード感のある町政を実現するため、デ

ジタル技術を活用し、行政手続オンライン化の推

進や生成ＡＩの活用など自治体ＤＸの取組を進

め、町民サービスの向上と行政事務の改革を推進

します。 

 公共施設の総合的な管理・運営に関する施策。

老朽化する公共施設全ての維持・更新は困難であ

ることから、適正な公共サービスの提供、施設の

維持管理コストの縮減を念頭に、人口減少等将来

を見据えた中で、財政負担の推計、民間ノウハウ

の活用、他自治体の先進事例調査など管理運営方

針の検討を進めながら、公共施設の計画的な再編

と有効活用に努めます。 

 職員の資質向上に関する施策。職員は、自治体

職員であることを常に自覚し、町民の視点に立ち、

公正な立場で誠実に職務を遂行するとともに、不

祥事の未然防止に対する意識向上や自己研さんを

図るため、各種研修機会の充実、自己申告制度、

人事評価制度などによる職員の意識改革に積極的

に取り組み、組織の活性化と職員の資質向上に努

めます。 

 結び。以上、令和８年度における町政執行の基

本的な考えとその政策の概要を申し上げました。 

 将来をしっかりと見据え、その可能性を引き出

し、「未来に向けて住みやすいまちをつくる」た

めに、職員と一丸となって町政運営に取り組んで

まいります。 

 議会議員各位並びに町民皆様の特段のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 齊藤町長の町政執行方針

の説明が終わりました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 続きまして、令和８年度

教育行政執行方針について前坂教育長から説明さ
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れます。 

 前坂教育長の発言を許します。 

〇教育長（前坂伸也君） 令和８年度教育行政執

行方針。 

 Ⅰ、初めに。 

 令和８年第１回定例会の開会に当たり、余市町

教育委員会所管行政の執行に関する主要な方針を

申し上げます。 

 今日、人口減少や少子高齢化の進行、デジタル

技術の進展やグローバル化など社会が大きく変化

する中で、地域の発展を支える人材を育成するこ

とが教育の重要な役割です。 

 教育の根幹は、「人づくり」であり、新しい時

代を切り開く基盤です。一人一人が互いに尊重・

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、心豊

かに人生を送り、地域社会の一員として持続可能

な社会の作り手となることができるよう、必要な

資質・能力を育む教育行政を推進します。 

 Ⅱ、基本方針。 

 学校教育では、子供たちが社会で生きる知識や

技能をしっかりと身につけるとともに、児童生徒

一人一人の可能性を引き出し、社会や世界に向き

合うことができるよう教育課程に基づいた組織的

・継続的な教育活動を推進します。 

 また、学校・家庭・地域が連携・協働し、様々

な課題の解決に当たり、子供たちを社会全体で支

え、確かな成長をもたらす教育環境づくりを進め

ます。 

 社会教育では、「第７次社会教育中期計画」に

基づいた、施設の維持管理及び計画的な運営に努

め、社会環境の変化に対応した情報提供を行い学

習機会の整備と充実を推進し、多様なニーズに対

応するとともに、心身ともに健康で生きがいを感

じられる豊かな人生を送るため、町民相互のつな

がりを重視した教育活動の推進に努めます。 

 以下、余市町教育委員会として、７つの重点目

標を掲げ、教育行政の充実と発展に取り組みます。 

 Ⅲ、重点目標。 

 １．生きる力、学ぶ意欲を育む学習指導の充実。 

 社会が大きく変化する中で、子供たちが自立し、

たくましく生きていくためには、基礎的・基本的

な知識や技能を習得し、それらを活用して課題を

解決する力を育むことが重要です。 

 主体的・対話的で深い学びの実現に向け、児童

生徒の学力や学習状況を把握・分析し、授業改善

の継続と検証を行うとともに、小中学校の連携強

化や学力向上の取組を推進します。 

 また、学校と家庭が互いに連携し、望ましい生

活習慣と学習習慣の定着に向けた取組を進めま

す。 

 ＩＣＴを活用した学習指導により「個別最適な

学び」と「協働的な学び」を一体的に推進し、児

童生徒の思考力・判断力・表現力等の育成に努め

ます。 

 外国語教育につきましては、各小中学校への外

国語指導助手を活用した「生きた英語」の学習機

会を充実し、児童生徒のコミュニケーション能力

の育成と国際理解教育の向上に努めます。 

 余市町で生まれ育った子供たちが、郷土を学び、

町に愛着や誇りを持つことができるふるさと教育

を推進します。 

 学校生活や学習において「困り感を抱える児童

生徒」や「通常の学級に在籍する特別な教育的支

援を必要とする児童生徒」に対しては、学習支援

員の配置等を継続し、きめ細やかな指導や支援の

充実に努めます。 

 特別支援教育につきましては、各学校の特別支

援教育コーディネーターを中心に関係機関と連携

を図り、児童生徒の多様な教育的ニーズに応じた

適切な指導や教育環境の整備とともに、校内支援

体制の充実に努めます。 

 学校だよりやＨＰ等による保護者や地域住民へ

の情報提供を行うとともに、学校評価制度の活用

や学校運営協議会の活動を推進し、学校と地域の
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連携・協働による学校づくりに努めます。 

 部活動につきましては、地域展開を推進し、将

来にわたり児童生徒がスポーツ等の活動に継続し

て親しむことができる機会の確保に努めます。 

 学校における働き方改革を推進し、教職員が児

童生徒一人一人に向き合う時間や自らの学びを深

めるための時間を確保し、質の高い学びと持続可

能な教育環境の実現に努めます。 

 ２．思いやりと自ら律する心を大切にする生徒

指導の充実。 

 本町の未来を担う子供たちにとって、心身とも

に健やかで豊かな生活を送り、望ましい生活習慣

や社会性を身につけることが必要です。 

 また、主体的・対話的で深い学びを通じて、共

に支え合う思いやりの心や、倫理観と規範意識を

持ち、自分の生き方を考える力を育成することが

重要です。 

 生徒指導につきましては、児童生徒との信頼関

係を構築し、子供たちが自信や誇りを持ち、自ら

考え行動する力の育成に努めます。 

 不登校の問題につきましては、早期にその実態

や要因を的確に捉え、児童生徒が抱える問題の解

決のため、スクールカウンセラーを継続して配置

し、相談体制の充実と関係機関と連携した支援に

努めます。 

 また、不登校児童生徒の学びの機会を提供する

ため、適応指導教室やＩＣＴを活用し、学校復帰

に向けた支援を行います。 

 いじめの問題につきましては、余市町子どもの

いじめ防止条例に基づき、子供たちが安心して生

活し、学ぶことができる環境づくりに努めます。 

 また、いじめを絶対に許さない環境づくりを学

校運営の根幹に位置づけ、積極的な認知による「い

じめ見逃しゼロ」と、「ＳＯＳの出し方に関する

教育」を推進し、保護者との連携を強化し、いじ

めの早期発見と早期解決に努めます。 

 体罰や不適切な指導の問題につきましては、体

罰と受け取られかねない指導が行われないよう、

体罰に関する正しい認識と未然防止、組織的対応

の徹底に努めます。 

 ３．生命を尊ぶ心を大切にする健康・安全教育

と教育環境の整備充実。 

 子供たちが心身ともに健やかに成長し、生命の

尊さを自覚しながら、思いやりの心を培い、健康

で安全な生活を送るための資質を育むことが重要

です。 

 非行防止や犯罪被害未然防止のため、「防犯教

室や防犯訓練の実施による安全教育」、「性や喫

煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導」、「ＳＮ

Ｓ等の利用に関する情報モラル教育」の充実を図

るとともに、保護者や地域住民への情報提供を行

い、学校・家庭・地域の連携強化に努めます。 

 交通安全につきましては、安全マップを活用し

た意識啓発や交通ルール等の指導を徹底し、関係

機関と緊密な連携を図り、通学路における児童生

徒の安全確保に努めます。 

 学校施設につきましては、児童生徒が安全・安

心に学ぶことができる教育環境の充実を図り、引

き続き適切な維持管理に努めるとともに、「余市

町立学校適正規模・適正配置基本計画」に基づき、

再編整備に向けた取組を継続して進めます。 

 学校保健につきましては、児童生徒の健康診断

を引き続き実施するとともに、フッ化物洗口事業

により児童生徒の歯の健康づくりに努めます。 

 学校給食につきましては、給食調理室の衛生管

理を徹底し、安全・安心な給食の提供に努めると

ともに、給食食材の地場産品の活用を推進し、子

供たちが食の重要性と地域に関する理解を深め、

食育を通して望ましい食習慣を養うための指導に

努めます。 

 また、小中学校の給食費無償化を継続し、保護

者の負担軽減に努めます。 

 学校図書室につきましては、余市町図書館との

連携や電子図書館の活用により、学校の要望に沿
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った図書の貸出しや出前図書館の活用と併せ、学

校図書の充実を図ります。 

 教材教具につきましては、教育課程において必

要となる教材備品の計画的な整備に努めます。 

 教育支援の一環として、教育に係る経済的支援

を継続し、均等な教育機会の確保に努めます。 

 ４．地域貢献に向けた学習機会の提供。 

 生涯学習社会の実現に向け、変化する社会環境

を踏まえ、多様な学習機会を町民に提供すること

が重要です。 

 学習を通じて得られた知識や技能を地域活動や

社会貢献に生かすことは、生きがいを感じながら

健康で豊かな生活を送ることにつながります。 

 成人教育につきましては、まちづくりは人づく

りとの考えの下、地域貢献や社会参加を促す機会

を提供し、学習環境の充実を図りながら、様々な

分野で活躍できる人材の育成に努めます。 

 高齢者教育につきましては、心身ともに健康で

生きがいのある生活を実現するため、高齢者のニ

ーズに応じた学習機会を提供し、学習によって得

られた知識や経験を生かせる環境づくりを進めま

す。 

 ５．青少年の健全な育成に向けた環境づくり。 

 青少年が健全な心身と豊かな人間性を育むた

め、学校・家庭・地域社会が連携し、創造性や協

調性を育てる環境を整えることが重要です。 

 障害のある子供たちにつきましては、児童生徒

や関係団体との交流を通じた体験機会の充実を図

ります。 

 放課後における子供たちの安全で安心な活動の

場を確保し、多様な体験活動や学習機会を提供す

るため、地域との連携を図るとともに、ボランテ

ィアを確保し、活動を推進します。 

 家庭教育につきましては、ブックスタート事業

や子育て体験などの各種事業を通じて、子供との

触れ合いの大切さを感じる機会を提供し、家庭・

地域・関係機関が一体となり、子育て意識の向上

を図ります。 

 ６．芸術文化活動の振興と文化財の保存と活用。 

 芸術文化活動の振興につきましては、鑑賞機会

を提供するとともに、サークルや関係団体の活動

を奨励し、活動の裾野を広げていくことが重要で

す。 

 中央公民館では、社会教育関係団体と連携し、

創作・発表・鑑賞の機会の充実を図り、芸術文化

活動の推進とサークル等の育成に努めるととも

に、屋上防水工事の実施等により環境整備に努め

ます。 

 図書館につきましては、第３次余市町子どもの

読書活動推進計画に基づき、学校図書室や関係機

関、ボランティアと連携し、読み聞かせなどの各

種事業を通じて読書活動の普及と照明のＬＥＤ化

の実施等により環境整備を進めます。 

 電子図書館につきましては、利用促進を図ると

ともに、地域の情報拠点として魅力ある電子書籍

の充実に努めます。 

 歴史や伝統文化につきましては、郷土資料の収

集や重要文化財の保存活用事業など、文化財施設

の適切な保存と活用を行い、小中学校でのふるさ

と教育や生涯学習講座において文化財資料を活用

し、郷土の歴史に関する教育活動を推進します。 

 ７．体力向上と健康増進のためのスポーツ活動

の振興。 

 健康で充実した生活を送るため、心身の健康維

持・増進と体力向上につながるスポーツ活動の普

及を図り、各世代に応じたスポーツ活動や健康づ

くりの推進に努めます。 

 スポーツ少年団や体育連盟等の関係団体と連携

し、各世代のスポーツ活動環境の整備に取り組む

とともに、幅広い世代の体力維持・向上に努めま

す。 

 健康で豊かなセカンドライフの実現に向け、関

係団体や指定管理者と連携し、スポーツ活動の機

会提供による健康づくりの推進に努めます。 
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 Ⅳ、結び。 

 以上、令和８年度の教育行政の執行に関する主

要な方針を申し上げました。 

 余市町教育委員会は、本町の未来を担う子供た

ちの確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むと

ともに、町民一人一人が生きがいを感じながら学

び続け、心豊かな人生を送ることができる生涯学

習の町を目指し、教育行政の発展に全力で取り組

みます。 

 議会議員各位並びに町民皆様のご理解とご協力

を心からお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 教育長の教育行政執行方

針の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５６分 

                              

再開 午前１１時１０分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第１、議案第１号 令和８年度余市町一般会計予

算、日程第２、議案第２号 令和８年度余市町介

護保険特別会計予算、日程第３、議案第３号 令

和８年度余市町国民健康保険特別会計予算、日程

第４、議案第４号 令和８年度余市町後期高齢者

医療特別会計予算、日程第５、議案第５号 令和

８年度余市町水道事業会計予算、日程第６、議案

第６号 令和８年度余市町下水道事業会計予算の

以上６件を一括議題とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第１ないし日程第６を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務部長（髙橋伸明君） ただいま一括上程さ

れました令和８年度余市町各会計予算につきまし

て、初めに議案第１号 令和８年度余市町一般会

計予算についてご説明申し上げます。 

 最初に、議案を朗読いたします。 

 議案第１号 令和８年度余市町一般会計予算。 

 令和８年度余市町の一般会計の予算は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ112億円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算編成の指針となります令和８年度

における国の地方財政対策の概要につきましてご
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説明申し上げます。通常収支分につきましては、

社会保障関係経費や人件費、いわゆる教育無償化

への対応など経費の増加が見込まれる中、地方公

共団体が住民ニーズに的確に応えつつ、様々な行

政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供で

きるよう地方の安定的な財政運営に必要となる地

方交付税等の一般財源総額について経済、物価動

向等を適切に反映し、令和７年度地方財政計画の

水準を下回らないよう実質的に同水準の額は確保

されたところでございます。地方交付税について

は、物価高の影響による公共施設等管理委託料や

光熱水費の高騰、維持補修費、投資的経費等の増

加への対応、地方公務員の給与改定に係る人件費

の増加に伴い一般財源総額が伸びる中、地方財政

の健全化のための臨時財政対策債償還基金費の創

設、都道府県における地域未来基金費の創設など

総額で前年比6.5％、１兆2,274億円増の20兆

1,848億円となったところでございます。実際の収

支見込みにおいては、社会保障関係経費や人件費

の増加が見込まれることなどにより地方全体の財

源不足額は前年度より675億円縮小したものの、１

兆254億円となったものでございます。なお、不足

する財源につきましては、これまでと同様に建設

地方債の増発、地方交付税の増額によって補填措

置を講じることとした結果、国と地方が折半で対

応する財源不足額及び臨時財政対策債の発行額が

生じないこととなったところでございます。 

 次に、本町の令和８年度の予算編成結果及びそ

の概要につきましてご説明申し上げます。令和８

年度の余市町の一般会計の予算規模は112億円で

あり、令和７年度と比較して４億円、率にして

3.7％の増となっておりますが、その要因といたし

ましてはふるさと納税取扱業務委託料、障害福祉

サービス費等給付費、児童手当、教育・保育給付

費負担金、子育て応援助成金、一般廃棄物最終処

分場施設整備事業、北しりべし廃棄物処理広域連

合負担金、町道道路照明更新事業、各団地環境整

備事業、学校給食費保護者負担軽減助成金、中央

公民館施設改修整備事業、図書館照明更新事業な

どのほか、職員人件費の増によるものでございま

す。 

 なお、令和８年度の予算要求段階では大幅な財

源不足となりましたが、予算編成の過程において

国の地方財政対策が示されたことや基金の繰入れ

など歳入の見直し、また歳出の削減に努め、収支

均衡となる予算編成となったものでございます。 

 次に、予算案の主な内容についてご説明申し上

げます。参考資料によりご説明いたしますので、

参考資料の３ページ、令和８年度歳入歳出款別予

算額調をお開き願います。 

 最初に、歳入についてご説明申し上げますので、

左側の歳入欄をご覧願います。予算書では11ペー

ジ、事項別明細書の歳入をご覧願います。１款町

税の予算額は18億8,830万円であり、前年度比

4,887万円、2.7％の増でございます。主な要因は、

個人住民税、法人町民税、固定資産税、たばこ税

等の増によるものでございます。 

 ２款地方譲与税の予算額は9,290万円で、前年度

比140万円、1.5％の減で、地方揮発油譲与税の減

額を見込んだものでございます。 

 ３款利子割交付金、予算額は350万円で、前年度

比250万円、250％の増を見込んだものでございま

す。 

 ４款配当割交付金、予算額は800万円で、前年度

比200万円、33.3％の増を見込んだものでございま

す。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金の予算額は

1,200万円で、前年度比300万円、33.3％の増を見

込んだものでございます。 

 ６款法人事業税交付金、予算額は4,000万円で、

前年度比700万円、21.2％の増を見込んだものでご

ざいます。 

 ７款地方消費税交付金の予算額は５億円で、前

年度比3,000万円、6.4％の増を見込んだものでご
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ざいます。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金の予算額は70万円

で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 ９款環境性能割交付金の予算額は1,000円で、前

年度比999万9,000円、99.9％の減でございます。

環境性能割の廃止による減を見込んだものでござ

います。 

 10款地方特例交付金、予算額は2,400万円で、前

年度比1,550万円、182.4％の増で、環境性能割交

付金、軽自動車税環境性能割に係る減収補填特例

交付金等の増を見込んだものでございます。 

 11款地方交付税の予算額は40億1,224万8,000円

であり、前年度比3,706万4,000円、0.9％の増でご

ざいます。令和７年度の普通交付税の確定額を参

考に、令和８年度の地方財政対策の算定を見込ん

で推計したものでございます。 

 12款交通安全対策特別交付金の予算額は200万

円で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 13款分担金及び負担金の予算額は5,178万

2,000円で、前年度比381万4,000円、8.0％の増で

ございます。老人福祉施設措置徴収金の増額を見

込んだものでございます。 

 14款使用料及び手数料の予算額は１億5,368万

2,000円で、前年度比442万1,000円、2.8％の減を

見込んだものでございます。 

 15款国庫支出金の予算額は12億9,420万8,000円

で、前年度比9,084万円、6.6％の減でございます。

主な要因としましては、自治体情報システム標準

化に係るデジタル基盤改革支援補助金、地方経済

・生活環境創生交付金、公立学校情報機器整備事

業費補助金の減によるものでございます。 

 16款道支出金の予算額は７億7,350万1,000円、

前年度比3,792万3,000円、5.2％の増でございま

す。主な要因としましては、子どものための教育

・保育給付費負担金、学校給食保護者負担軽減交

付金等の増によるものでございます。 

 17款財産収入の予算額は833万5,000円で、前年

度比371万7,000円、80.5％の増でございます。主

な要因としましては、基金より生じる利子の増に

よるものでございます。 

 18款寄附金の予算額は１万円で、前年度と同額

を見込んだものでございます。 

 19款繰入金の予算額は12億7,124万円で、前年度

比２億8,944万1,000円、29.5％の増でございます。

主な要因としましては、減債基金繰入金、公共施

設建設整備基金繰入金、教育施設建設整備基金繰

入金、余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金等の

増によるものでございます。 

 20款繰越金の予算額は100万円で、前年度と同額

を見込んだものでございます。 

 21款諸収入の予算額は１億4,629万3,000円で、

前年度比713万1,000円、5.1％の増で、主な要因と

しましては町預金利子、後期高齢者医療調整交付

金などの増によるものでございます。 

 22款町債の予算額は９億1,630万円で、前年度比

1,870万円、2.1％の増でございます。主な要因と

しましては、一般廃棄物最終処分場施設整備事業

債、各団地環境整備事業債、公共施設等脱炭素化

推進事業債等の増によるものでございます。 

 以上が歳入予算の款別の主な状況でございま

す。 

 次に、歳出について各款ごとにご説明申し上げ

ます。同じページの右側をご覧願います。予算書

では12ページの歳出をご覧願います。１款議会費

の予算額は１億3,605万7,000円で、前年度と比較

して799万6,000円、6.2％の増でございます。 

 ２款総務費の予算額は18億5,262万4,000円で、

前年度と比較して２億907万3,000円、12.7％の増

でございます。主な要因としましては、ふるさと

納税取扱業務関係経費、路線価付設等関係経費な

どの増によるものでございます。 

 ３款民生費の予算額は26億136万4,000円で、前

年度と比較して１億3,902万9,000円、5.6％の増で

ございます。主な要因としましては、障害福祉サ
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ービス費等給付費、老人福祉施設入所措置扶助費、

教育・保育給付費負担金、児童手当などの増によ

るものでございます。 

 ４款衛生費の予算額は23億8,593万6,000円で、

前年度と比較して２億3,798万2,000円、11.1％の

増でございます。主な要因としましては、子育て

応援助成金、町営斎場建替事業、じんかい収集事

業関連経費、一般廃棄物最終処分場施設整備事業、

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金などの増に

よるものでございます。 

 ５款労働費の予算額は2,845万7,000円で、前年

度と比較して1,903万1,000円、40.1％の減でござ

います。主な要因としましては、季節労働者等臨

時生活安定資金貸付金、労働者福利厚生資金貸付

金、旧勤労青少年ホーム解体事業等による減でご

ざいます。 

 ６款農林水産業費、予算額は２億2,213万

4,000円で、前年度と比較して3,065万2,000円、

12.1％の減でございます。主な要因としましては、

ガストロノミーツーリズム推進事業の減によるも

のでございます。 

 ７款商工費の予算額は２億1,171万5,000円で、

前年度と比較して8,977万5,000円、29.8％の減で

ございます。主な要因としましては、道の駅再編

整備事業などの減によるものでございます。 

 ８款土木費の予算額は16億172万1,000円で、前

年度と比較して１億6,905万8,000円、9.5％の減で

ございます。主な要因としましては、除雪作業車

等保管倉庫建設事業、各河川保全事業などの減に

よるものでございます。 

 ９款消防費の予算額は５億5,225万5,000円で、

前年度と比較して3,393万1,000円、6.5％の増でご

ざいます。 

 10款教育費の予算額は９億2,923万9,000円で、

前年度と比較して5,725万5,000円、6.6％の増でご

ざいます。主な要因としましては、学校給食費保

護者負担軽減助成金、中央公民館施設改修整備事

業、図書館照明更新事業、旧福原漁場施設修復事

業などの増によるものでございます。 

 11款公債費の予算額は６億6,849万8,000円で、

前年度と比較して1,825万円、2.8％の増でござい

ます。 

 12款予備費の予算額は1,000万円で、前年度と比

較して500万円、100％の増でございます。 

 以上が歳出の款別の主な状況でございます。 

 次に、予算参考資料の中の経常収支に関する調

についてご説明申し上げます。参考資料の４ペー

ジ、５ページをお開き願います。令和８年度の歳

入における経常一般財源、４ページの表の右から

２列目、Ｅ―Ｆ欄の下段、歳入合計ａ欄につきま

しては61億5,333万8,000円、前年度と比較して額

で１億5,704万9,000円、率で2.6％の増となってお

り、主に地方譲与税、環境性能割交付金の減はあ

るものの、町税、地方消費税交付金、地方特例交

付金、地方交付税の増が要因でございます。一方、

下のページの表の歳出における経常一般財源、５

ページの表の右から２列目、下から５行目は58億

6,426万6,000円であり、前年度と比較して額で１

億2,135万4,000円の増となっております。 

 これにより経常収支比率は５ページの表の右か

ら１列目、下から７行目に記載しております

95.3％となり、前年度の経常収支比率と比較しま

すと0.5ポイント下降してございます。引き続き決

算に向けて自主財源である町税の確保とともに、

経常一般財源充当経費の節減に努め、財政健全化

に取り組んでまいります。 

 次に、第２表、債務負担行為についてご説明申

し上げます。予算書の６ページをお開き願います。

下段でございます。本年度ご提案する債務負担行

為は、一般廃棄物最終処分場施設整備工事監理委

託でございます。期間は令和９年度、限度額は

661万1,000円以内とするものでございます。 

 次に、第３表、地方債についてご説明申し上げ

ます。予算書の７ページをご覧願います。本年度
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の地方債につきましては11件で、限度額の合計は

９億1,630万円でございます。内訳といたしまし

て、一般廃棄物最終処分場施設整備事業債２億

8,990万円、道路ストック整備事業債1,470万円、

各団地環境整備事業債7,660万円、町道整備事業債

4,700万円、旧福原漁場施設修復事業債1,260万円、

河川浚渫事業債500万円、公共施設等脱炭素化事業

債4,680万円、過疎対策事業債ハード分といたしま

して橋りょう補修整備事業債5,130万円、北しりべ

し広域クリーンセンター施設整備事業債２億

3,950万円、町営斎場建替事業債6,490万円、過疎

地域持続的発展特別事業債ソフト分でございます

6,800万円、以上でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、前年度と同様の設定としてございます。 

 以上、議案第１号 令和８年度余市町一般会計

予算につきまして、その概要をご説明申し上げま

したので、よろしくご審議、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） ただいま一括議題の議案

６件の提案説明中でありますが、昼食を含め午後

１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時３０分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中に引き続き一括議題となっております議

案第２号ないし議案第６号について提案理由の説

明を求めます。 

〇民生部長（阿部弘亨君） 続きまして、一括上

程されました議案第２号 令和８年度余市町介護

保険特別会計予算につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 

 介護保険制度につきましては、創設時からの各

種介護サービスが町民に着実に浸透しており、さ

らには高齢化の進展等により今後も介護サービス

に対する需要は高く推移する傾向を示しておりま

す。 

 令和８年度余市町介護保険特別会計の予算編成

に当たりましては、令和６年度から令和８年度ま

でを計画期間とする第９期介護保険事業計画に基

づき、居宅サービス、施設サービス及び地域密着

型サービス等の保険給付サービスの必要量、さら

には地域支援事業において実施する介護予防・日

常生活支援総合事業及び包括的支援事業等の事業

量を推計することにより安定した介護保険事業運

営を図るとともに、被保険者が必要とする介護サ

ービスを確保することができるよう予算計上いた

したところであり、この結果当会計の予算総額は

前年度から 1,640万 6,000円増の 25億 2,995万

3,000円となったところでございます。本年度にお

きましても地域包括ケアシステムの深化、推進を

念頭に、高齢者の方々が可能な限り住み慣れた地

域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう十分な介護サービスの確

保、さらには医療、介護、介護予防、住まい及び

自立した日常生活のための必要な支援を講ずると

ともに、保険給付費の動向を十分に見極め、保険

料をはじめとする必要な財源の安定確保を図りな

がら、介護保険特別会計の円滑な運営に努めてま

いりたいと存じます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和８年度余市町介護保険特別会

計予算。 

 令和８年度余市町の介護保険特別会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ25億2,995万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定
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による一時借入金の借入れの最高額は、３億円と

定める。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明いたします

ので、予算書の５ページ、歳入歳出予算事項別明

細書をご覧願います。 

 本年度予算額は、歳入歳出合計それぞれ25億

2,995万3,000円で、前年度予算額と比較して

1,640万6,000円の増となっております。この内容

につきましては、款別の各項、各目別にご説明い

たしますので、予算書は次の６ページをお開き願

います。あわせまして、予算参考資料の２ページ、

２、歳入歳出予算総括表についてもご覧いただき

たいと存じます。 

 まず、歳入についてご説明いたします。１款保

険料、本年度予算額は３億8,811万2,000円で、前

年度と比較し1,117万8,000円の減となっておりま

す。 

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額は２万円

で、前年度と同額の計上でございます。 

 ３款国庫支出金、本年度予算額は６億5,711万

8,000円で、前年度と比較し263万7,000円の増とな

っております。 

 内訳として、１項国庫負担金、本年度予算額は

４億1,967万円で、前年度と比較し272万2,000円の

増となっております。 

 予算書は、次の７ページをご覧願います。２項

国庫補助金、本年度予算額は２億3,744万8,000円

で、前年度と比較し８万5,000円の減でございま

す。内容といたしましては、介護給付費に係る調

整交付金や介護予防・生活支援サービス事業、一

般介護予防事業、包括的支援事業、任意事業等の

地域支援事業費に係る交付金のほか、国が定める

評価指標に基づき交付される保険者機能強化推進

交付金及び介護保険保険者努力支援交付金を計上

したものでございます。 

 ４款支払基金交付金、本年度予算額は６億

5,882万5,000円で、前年度と比較し366万1,000円

の増となっております。内容といたしましては、

介護給付費及び地域支援事業費に係る交付金を計

上したものでございます。 

 予算書は、次の８ページをお開き願います。５

款道支出金、本年度予算額は３億6,495万2,000円

で、前年度と比較し299万8,000円の増でございま

す。 

 内訳として、１項道負担金、本年度予算額は３

億4,385万円で、前年度と比較し356万9,000円の増

でございます。 

 ２項道補助金、本年度予算額は2,100万2,000円

で、前年度と比較し57万1,000円の減でございま

す。 

 ３項道委託金、本年度予算額は10万円で、前年

度と同額の計上でございます。 

 ６款財産収入、本年度予算額は1,000円で、前年

度と同額の計上でございます。 

 予算書は、次の９ページをご覧願います。７款

繰入金、本年度予算額は４億6,086万5,000円で、

前年度と比較し1,828万8,000円の増でございま

す。 

 内訳として、１項一般会計繰入金、本年度予算

額は３億8,226万5,000円で、前年度と比較し208万

8,000円の増でございます。 

 ２項介護給付費準備基金繰入金、本年度予算額

は7,860万円で、前年度と比較し1,620万円の増で

ございます。 

 ８款繰越金、本年度予算額は１万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 予算書は、次の10ページをお開き願います。９

款諸収入、本年度予算額は５万円で、前年度と同

額の計上でございます。 

 内訳として、１項延滞金・加算金及び過料、本

年度予算額は１万円で、前年度と同額の計上でご

ざいます。 
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 ２項預金利子、本年度予算額は１万円で、前年

度と同額の計上でございます。 

 ３項雑入、本年度予算額は３万円で、前年度と

同額の計上でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。

予算書は、次の11ページをご覧願います。１款総

務費、本年度予算額は3,497万3,000円で、前年度

と比較し205万2,000円の増でございます。 

 内訳として、１項総務管理費は、一般事務経費

分の計上でございます。 

 ２項徴収費は、保険料の賦課徴収に伴う経費の

計上でございます。 

 予算書は、次の12ページをお開き願います。３

項介護認定審査会費は、要介護認定審査及び認定

調査に係る諸経費の計上でございます。 

 予算書は、次の13ページをご覧願います。２款

保険給付費、本年度予算額は23億5,178万7,000円

で、前年度と比較し1,935万4,000円の増でござい

ます。 

 内訳として、１項介護サービス等諸費は、居宅

介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介

護サービス等給付費の計上でございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費は、介護予防サー

ビス等給付費、地域密着型介護予防サービス等給

付費の計上でございます。 

 ３項その他諸費は、介護給付費に係る審査支払

手数料の計上でございます。 

 予算書は、次の14ページをお開き願います。４

項高額介護サービス等費は、高額介護サービス費

及び高額介護予防サービス費の計上でございま

す。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費は、高額医

療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防

サービス費の計上でございます。 

 ６項市町村特別給付費は、居宅介護及び介護予

防に係る福祉用具貸与費並びに住宅改修費の計上

でございます。 

 予算書は、次の15ページをご覧願います。７項

特定入所者介護サービス等費は、施設入所者等に

係る居住費、食費の補足給付費の計上でございま

す。 

 次に、３款地域支援事業費、本年度予算額は１

億4,093万7,000円で、前年度と比較し500万円の減

でございます。 

 内訳として、１項介護予防・生活支援サービス

事業費並びに２項一般介護予防事業費につきまし

ては、被保険者が要支援状態、要介護状態となる

ことへの予防を目的に介護予防・日常生活支援総

合事業として実施する各種事業に係る事業費の計

上でございます。 

 予算書は、次の16ページをお開き願います。３

項包括的支援事業・任意事業費は、被保険者が要

支援状態、要介護状態となった場合においても可

能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営

むことができるよう支援を講ずるためのサービス

の実施に係る事業費の計上でございます。 

 予算書は、次の17ページをご覧願います。４項

その他諸費は、介護予防・生活支援サービス事業

に係る審査支払手数料の計上でございます。 

 ４款諸支出金、本年度予算額は105万5,000円で、

前年度と同額の計上でございます。 

 内訳として、１項償還金及び還付加算金は、第

１号被保険者保険料に係る還付金の計上でござい

ます。 

 ２項繰出金は、国庫補助金である保険者機能強

化推進交付金の一部を財源とする一般会計への繰

出金の計上でございます。 

 予算書は、次の18ページをお開き願います。５

款基金積立金、本年度予算額は1,000円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 ６款公債費、本年度予算額は20万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 ７款予備費、本年度予算額は100万円で、前年度

と同額の計上でございます。 
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 以上、議案第２号 令和８年度余市町介護保険

特別会計予算につきましてその概要をご説明申し

上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、科目別予算額

伸長状況及び介護保険料賦課状況並びに保険給付

費算出表等を記載しておりますので、ご高覧を賜

りたいと存じます。 

 続きまして、一括上程されました議案第３号  

令和８年度余市町国民健康保険特別会計予算につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和８年度余市町国民健康保険特別会計の予算

総額は、前年度から6,690万円減の23億8,100万円

を計上したところでございます。国民健康保険制

度においては、都道府県が市町村と共に国民健康

保険を運営し、安定的な財政運営や効率的な事業

の確保など中心的な役割を担っており、本町にお

きましても事務事業の効率化など都道府県単位化

によるスケールメリットを生かしながら医療費の

適正化や各種財源の確保など適切な事業運営と健

全な財政運営に努めるとともに、保険税水準の全

道統一化による被保険者間の負担の公平化に向け

た取組を進めてまいる所存でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 令和８年度余市町国民健康保険特

別会計予算。 

 令和８年度余市町の国民健康保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ23億8,100万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明申し上げま

すので、予算書の５ページから６ページの歳入歳

出予算事項別明細書をご覧願います。 

 本年度予算額は、歳入歳出それぞれ23億8,100万

円で、前年度予算額と比較して6,690万円の減とな

っております。 

 以下、各款別に主な項、目の内容について歳入

からご説明申し上げますので、予算書の７ページ、

２、歳入をご覧願います。あわせて、予算参考資

料は２ページの２、歳入歳出予算総括表の上段の

歳入をご覧願います。 

 １款国民健康保険税の本年度予算額は３億

7,995万 1,000円で、前年度と比較し 1,867万

3,000円の増となっております。 

 ２款一部負担金の本年度予算額は2,000円で、前

年度と同額を計上しております。 

 次に、予算書の８ページをお開き願います。３

款使用料及び手数料の本年度予算額は20万円で、

前年度と比較して20万円の減となっております。 

 ４款道支出金の本年度予算額は18億1,246万

4,000円で、前年度と比較して7,273万2,000円の減

となっております。 

 ５款財産収入の本年度予算額は1,000円を計上

しております。これにつきましては、国民健康保

険事業基金の設置に伴い、新たに款を設け、基金

より生じる利子を計上したものでございます。 

 ６款繰入金の本年度予算額は１億8,678万

2,000円で、前年度と比較して1,274万7,000円の減

となっております。内容といたしましては、財政

安定化支援分、事務費のほか、保険基盤安定繰入

金、低所得者及び未就学児の保険税軽減分、産前

産後減額措置に対しての一般会計からの繰入金で

ございます。 

 予算書の９ページをご覧願います。７款繰越金
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の本年度予算額は100万円で、前年度と同額を計上

しております。 

 ８款諸収入の本年度予算額は60万円で、前年度

と比較して10万5,000円の増となっております。 

 次に、歳出をご説明申し上げますので、予算書

は10ページから11ページ、予算参考資料は同じく

２ページの下段の歳出をご覧願います。１款総務

費の本年度予算額は2,432万6,000円で、前年度と

比較して883万3,000円の減でございます。 

 予算書の12ページをお開き願います。２款保険

給付費の本年度予算額は17億7,610万円で、前年度

と比較して7,279万4,000円の減でございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金の本年度予算額

は５億5,087万円で、前年度と比較して1,327万

3,000円の増でございます。 

 予算書の13ページをご覧願います。４款保健事

業費の本年度予算額は2,520万3,000円で、前年度

と比較して145万3,000円の増でございます。 

 ５款基金積立金の本年度予算額は1,000円を計

上しております。これにつきましては、国民健康

保険事業基金の創設に伴い、新たに款を設け、基

金積立金を計上したものでございます。 

 予算書の14ページをお開き願います。６款公債

費の本年度予算額は100万円で、前年度と同額を計

上しております。 

 ７款諸支出金の本年度予算額は250万円で、前年

度と同額を計上しております。 

 ８款予備費の本年度予算額は100万円で、前年度

と同額を計上しております。 

 以上、議案第３号 令和８年度余市町国民健康

保険特別会計予算の概要をご説明申し上げました

ので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、保険税課税状

況並びに各予算の算出基礎等を記載しております

ので、ご高覧を賜りたいと存じます。 

 続きまして、一括上程されました議案第４号  

令和８年度余市町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和８年度余市町後期高齢者医療特別会計の予

算総額は、前年度から5,381万円増の４億3,986万

4,000円を計上したところでございます。75歳以上

の高齢者の方々が加入する医療保険制度として都

道府県単位の広域連合組織により運営され、構成

町村として義務づけされております保険料の徴収

等、必要な予算計上を行ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 令和８年度余市町後期高齢者医療

特別会計予算。 

 令和８年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ４億3,986万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明申し上げま

すので、予算書の５ページから６ページの歳入歳

出予算事項別明細書をご覧願います。 

 本年度予算額は、歳入歳出それぞれ４億3,986万

4,000円で、前年度予算額と比較して5,381万円の

増となっております。 

 以下、各款別に主な項、目の内容について歳入

からご説明申し上げますので、予算書の７ページ、

２、歳入をご覧願います。あわせて、予算参考資

料は１ページの１、歳入歳出予算総括表、上段の

歳入をご覧ください。 

 １款後期高齢者医療保険料の本年度予算額は３

億915万3,000円で、前年度と比較して4,023万

4,000円の増となっております。 

 ２款使用料及び手数料の本年度予算額は２万円
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で、前年度と同額を計上しております。 

 ３款繰入金の本年度予算額は１億2,968万円で、

前年度と比較して1,357万6,000円の増でございま

す。内容につきましては、本特別会計の一般管理

費など事務費に関わる繰入れと広域連合が担う医

療費等給付事務費に関わる繰入れ、さらに低所得

者等に対する保険料軽減分の道負担分４分の３と

町負担分４分の１を合わせて保険基盤安定繰入金

として計上しております。 

 予算書の８ページをお開き願います。４款繰越

金の本年度予算額は1,000円で、前年度と同額を計

上しております。 

 ５款諸収入の本年度予算額は101万円で、前年度

と同額を計上しております。 

 次に、歳出をご説明申し上げますので、予算書

は９ページの３、歳出、予算参考資料は同じ１ペ

ージ下段の歳出をご覧願います。１款総務費の予

算額は313万8,000円で、前年度と比較して３万

7,000円の増でございます。 

 内訳として、１項総務管理費の本年度予算額は

116万円で、前年度と比較して３万1,000円の増で

ございます。 

 ２項徴収費の本年度予算額は197万8,000円で、

前年度と比較して6,000円の増でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金の本年度予

算額は４億3,571万6,000円で、前年度と比較して

5,377万3,000円の増となっております。内容につ

きましては、広域連合が担う医療費等給付事務費

に関わる負担金、保険料と保険料軽減分の保険基

盤安定繰入金とを合算し、保険料等負担金として

計上するものでございます。 

 予算書の10ページをお開き願います。３款諸支

出金の本年度予算額は100万円で、前年度と同額を

計上しております。 

 ４款予備費の本年度予算額は１万円で、前年度

と同額を計上しております。 

 以上、議案第４号 令和８年度余市町後期高齢

者医療特別会計予算の概要をご説明申し上げまし

たので、よろしくご審議の上、ご決定を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、保険料賦課状

況、被保険者の状況、医療費等の自己負担につい

て記載してございますので、ご高覧を賜りたいと

存じます。 

〇建設水道部長（紺谷友之君） 引き続きまして、

一括上程されました議案第５号 令和８年度余市

町水道事業会計予算につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出について申し上げ

ます。収入につきましては、水道料金は水需要の

減少傾向を考慮し、前年度と比較して減額計上と

なっております。また、営業外収益は、減価償却

の終了による長期前受金戻入の減により、合計で

は減額計上となっております。支出につきまして

は、営業費用は給配水設備に係る修繕費の減、各

種計画策定に係る委託料の減、償却期間の終了に

伴う減価償却費の減などから前年度と比べ減額計

上となる一方で、営業外費用は金利上昇に伴う企

業債償還に係る支払利息の増により増額計上とな

り、収益的支出合計では減額計上となっておりま

す。その結果、予算総額は前年度と比較し、水道

事業収益は2,004万6,000円の減、水道事業費用は

7,691万2,000円の減となっております。また、消

費税を除く決算見込みでは、令和７年度当初予算

ベースで7,875万7,000円の純損失を見込んでいた

のに対し、令和８年度予算では2,627万1,000円の

純損失を見込んでおります。 

 なお、令和８年度末の資金期末残高は2,000万

4,000円を見込んでございます。 

 次に、資本的収入及び支出について申し上げま

す。主な建設改良事業といたしまして、重要管路

の耐震化、老朽配水管の更新事業、浄水場のポン

プ設備等の更新、水道台帳システムの整備などを
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継続実施するほか、東部地区の余市川系への統合

に関する実施設計業務を行ってまいります。また、

中央監視設備更新については、今年度までの債務

負担行為を設定しており、引き続き実施してまい

ります。資本的収入につきましては、旧簡易水道

に係る企業債償還に対する一般会計からの出資

金、国庫補助金、工事負担金及び企業債を計上し、

収支不足につきましては損益勘定留保資金等を補

填するものであります。 

 令和８年度予算の執行に当たりましても水道の

基本責務であります安全、安心な水の安定供給を

図るため、創意工夫を重ねながら最大限の企業努

力を図ってまいりたいと考えております。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 令和８年度余市町水道事業会計予

算。 

 （総則） 

 第１条 令和８年度余市町水道事業会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数8,622戸。 

 （２）年間総配水量208万4,379立米。 

 （３）１日平均配水量5,771立米。 

 （４）主要な建設改良事業。 

 （ア）配水管整備事業２億3,900万円につきまし

ては、老朽配水管の布設替え工事、配水管移設工

事等でございます。 

 （イ）量水器設置事業2,272万8,000円につきま

しては、計量法に基づく量水器の更新と新設用の

量水器に要する経費でございます。 

 （ウ）水道施設整備事業5,900万円につきまして

は、前年度に引き続き実施する水道施設台帳シス

テムの整備及び東部地区水道施設統合実施設計業

務に要する経費でございます。 

 （エ）浄水施設整備事業３億3,880万8,000円に

つきましては、前年度に引き続き実施する中央監

視設備更新事業及び施設設置後法定耐用年数を経

過し、部分的な修繕等により対応しておりました

本町各浄水場の機械設備、電気計装設備等の更新

工事並びに余市川浄水場照明ＬＥＤ化工事に要す

る経費でございます。 

 （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める。 

 収入、第１款水道事業収益７億2,821万3,000円、

第１項営業収益５億9,253万4,000円につきまして

は、給水収益５億6,207万2,000円、その他の営業

収益3,046万2,000円でございます。 

 第２項営業外収益１億3,567万9,000円につきま

しては、受取利息10万円、一般会計からの補助金

6,602万3,000円、長期前受金戻入4,213万1,000円、

消費税及び地方消費税還付金2,732万5,000円、雑

収益10万円でございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出、第１款水道事業費用６億9,466万5,000円、

第１項営業費用６億440万4,000円につきまして

は、原水及び浄水費２億289万8,000円、配水及び

給水費5,980万3,000円、総係費9,313万9,000円、

減価償却費２億4,853万9,000円、資産減耗費２万

5,000円でございます。 

 第２項営業外費用8,916万1,000円につきまして

は、支払利息8,906万1,000円、雑支出10万円でご

ざいます。 

 第３項特別損失100万円につきましては、過年度

損益修正損でございます。 

 第４項予備費10万円。 

 （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額２億6,884万6,000円は、過年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,301万

4,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額2,831万円、過年度分損益勘定留保資金
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3,746万円及び当年度分損益勘定留保資金１億

8,006万2,000円で補填するものとする。）。 

 収入、第１款資本的収入６億9,686万4,000円、

第１項出資金1,671万4,000円につきましては、旧

簡易水道に係る企業債の元金償還に対する一般会

計からの出資金でございます。 

 第２項国道補助金1,125万円につきましては、重

要給水施設配水管更新工事に係る国庫補助金でご

ざいます。 

 第３項工事負担金1,360万円につきましては、消

火栓及び補償費に係る負担金でございます。 

 第４項企業債６億5,530万円につきましては、水

道事業債でございます。内訳につきましては、第

５条でご説明申し上げます。 

 支出、第１款資本的支出９億6,571万円、第１項

建設改良費６億6,941万円につきましては、営業設

備費2,272万8,000円、配水設備改良費２億4,887万

4,000円、水道設備整備費5,900万円、原水設備改

良費３億3,880万8,000円でございます。 

 第２項企業債償還金２億9,424万9,000円につき

ましては、企業債元金償還額でございます。 

 第３項国道補助金返還金205万1,000円につきま

しては、令和５年度生活基盤施設耐震化等補助金

消費税相当額の返還でございます。 

 ３ページをご覧願います。 

 （企業債） 

 第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的、配水管整備事業、限度額１億

9,910万円、起債の目的、過疎対策事業債、限度額

3,970万円、起債の目的、水道施設整備事業、限度

額2,480万円、起債の目的、浄水施設整備事業、限

度額３億3,370万円、起債の目的、脱炭素化推進事

業、限度額460万円、起債の目的、資本費平準化債、

限度額5,340万円、なお起債の方法、利率、償還の

方法につきましては前年度と同様の設定といたし

ております。 

 （一時借入金） 

 第６条 一時借入金の限度額は、６億円と定め

る。 

 （議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費） 

 第７条 次に掲げる経費については、その経費

の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費１億2,138万9,000円。 

 （２）交際費１万円。 

 （他会計からの補助金） 

 第８条 水道事業助成のため一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、6,602万3,000円であ

る。 

 ４ページをお開き願います。 

 （たな卸資産購入限度額） 

 第９条 たな卸資産の購入限度額は、2,500万円

と定める。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 以上、議案第５号 令和８年度余市町水道事業

会計予算につきましてその概要をご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

 続きまして、一括上程されました議案第６号 

令和８年度余市町下水道事業会計予算につきまし

て、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和８年度予算につきまして、収益的収入及び

支出のうち、収入につきましては下水道使用料は

近年の有収水量、処理戸数の実績を踏まえ、前年

度に比較し増となっております。一方、負担金に

つきましては、し尿等受入れ施設の試験運転に係

る経費が減少したことに伴い減となっており、営

業収益合計では減額計上となっております。営業

外収益につきましては、下水道事業計画の見直し

に係る国庫補助金を新規計上するとともに、新た
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に更新しました汚泥脱水設備の償却開始に伴い長

期前受金が増となることから、合計で増額計上と

なっております。支出につきましては、営業費用

において各施設の点検、維持管理等に係る委託料、

薬品費が増加し、また汚泥脱水設備の償却開始に

伴い減価償却費が増となることから、前年度に比

べ増額計上となり、営業外費用についても金利上

昇に伴う企業債償還に係る支払利息の増により、

合計で増額計上となっております。予算総額は、

前年度に比較し、下水道事業収益は250万円の増額

計上、下水道事業費用は4,317万2,000円の増額計

上となり、消費税を除く決算見込みでは令和７年

度当初予算ベースで980万8,000円の純利益の決算

見込みであったところ、令和８年度予算では引き

続き純利益16万2,000円が見込まれるところでご

ざいます。 

 令和８年度の資金期末残高は１億4,159万

2,000円を見込んでおります。 

 資本的支出につきましては、主な建設改良事業

としまして黒川線街路事業に係る汚水管の移設工

事を予定しており、下水処理場につきましてはス

トックマネジメント計画の中長期の実施方針の見

直し及び令和10年から５か年の修繕、改築計画を

策定するほか、下水処理場内の外灯設備更新工事

を実施いたします。資本的収入につきましては、

下水道事業債特別措置分に係る企業債元金償還に

対する一般会計からの補助金、国庫補助金、負担

金、企業債を計上し、収支不足につきましては損

益勘定留保資金等で補填するものであります。 

 令和８年度予算の執行に当たりましても下水道

の基本責務であります都市の健全な発達及び公衆

衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の

保全に資するため、創意工夫を重ねながら最大限

の企業努力を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 令和８年度余市町下水道事業会計

予算。 

 （総則） 

 第１条 令和８年度余市町下水道事業会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）処理戸数6,347戸。 

 （２）年間有収水量118万8,533立米。 

 （３）１日平均有収水量3,256立米。 

 （４）主要な建設改良事業。 

 （ア）公共下水道管渠整備事業8,200万円につき

ましては、汚水管布設工事、公共ます設置工事で

ございます。 

 （イ）公共下水道処理場整備事業5,600万円につ

きましては、公共下水道処理場の外灯更新工事、

ストックマネジメント実施方針及び実施計画策定

業務でございます。 

 （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める。なお、営業費用中総係費委託料

3,622万円の財源に充てるため、企業債330万円を

借り入れる。 

 収入、第１款下水道事業収益９億9,185万

8,000円、第１項営業収益３億4,378万7,000円につ

きましては、下水道使用料２億7,067万7,000円、

他会計負担金1,000万1,000円、し尿等処理負担金

6,299万5,000円、その他の営業収益11万4,000円で

ございます。 

 第２項営業外収益６億4,807万1,000円につきま

しては、受取利息15万2,000円、一般会計からの補

助金３億4,891万1,000円、国庫補助金440万円、負

担金34万円、長期前受金戻入２億9,307万7,000円、

消費税及び地方消費税還付金117万6,000円、雑収

益１万5,000円でございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出、第１款下水道事業費用９億8,438万

3,000円、第１項営業費用９億62万1,000円につき
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ましては、管渠費2,658万円、ポンプ場費3,858万

9,000円、処理場費１億8,474万9,000円、総係費

6,183万6,000円、減価償却費５億8,786万7,000円、

資産減耗費100万円でございます。 

 第２項営業外費用8,273万3,000円につきまして

は、支払利息8,272万3,000円、雑支出１万円でご

ざいます。 

 第３項特別損失92万9,000円につきましては、過

年度分下水道使用料等の減少額でございます。 

 第４項予備費10万円。 

 （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額２億9,725万円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額752万3,000円、

過年度分損益勘定留保資金6,901万3,000円及び当

年度分損益勘定留保資金２億2,071万4,000円で補

填するものとする。）。 

 収入、第１款資本的収入４億2,041万3,000円、

第１項他会計補助金5,317万8,000円につきまして

は、下水道事業債特別措置分償還金に対する一般

会計からの補助金でございます。 

 第２項国道補助金2,750万円につきましては、公

共下水道処理場の外灯更新工事、ストックマネジ

メント実施方針及び実施計画策定業務でございま

す。 

 第３項負担金63万5,000円につきましては、受益

者負担金でございます。 

 第４項企業債３億3,910万円につきましては、下

水道事業債でございます。内容につきましては、

第６条でご説明申し上げます。 

 支出、第１款資本的支出７億1,766万3,000円、

第１項建設改良費１億4,629万2,000円につきまし

ては、管渠建設改良費9,029万2,000円、処理場建

設改良費5,600万円でございます。 

 第２項企業債償還金５億7,137万1,000円につき

ましては、企業債元金償還金でございます。 

 ３ページをご覧願います。 

 （債務負担行為） 

 第５条 債務負担行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 事項、水洗便所改造等資金貸付事務委託に係る

債務負担行為、期間、令和９年度から令和13年度

まで、限度額、貸付額に対する利子相当額、事項、

金融機関が貸付ける水洗便所改造等資金に係る損

失補償、期間、令和９年度から令和13年度まで、

限度額、貸付額に延滞金を加算した額の範囲内。 

 （企業債） 

 第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的、公共下水道事業債、限度額３億

4,240万円、なお起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては前年度と同様の設定といたしており

ます。 

 （一時借入金） 

 第７条 一時借入金の限度額は、10億円と定め

る。 

 （議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費） 

 第８条 次に掲げる経費については、その経費

の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費5,174万7,000円。 

 ４ページをお開き願います。 

 （他会計からの補助金） 

 第９条 下水道事業助成のため一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、４億208万9,000円

である。 

 令和８年３月３日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 以上、議案第６号 令和８年度余市町下水道事

業会計予算につきましてその概要をご説明申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜り



 

－122－ 

  

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

                              

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第２項の規定に基づき、６日か

ら８日までの３日間は休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、６日から８日までの３日間は休会とす

ることに決しました。 

                              

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、９日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時４７分 
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